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埼
玉
で
恋
し
て
み
ま
せ
ん
か

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
出
会
い
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
会
員
募
集

　

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
出
会
い
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、
独
身
男
女

に
出
会
い
の
機
会
を
提
供
す
る
県

の
公
的
な
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
で

す
。
7
月
末
時
点
で
、
登
録
会
員

が
１
万
３
２
２
４
人
、
お
見
合
い

組
数
が
１
万
８
１
５
１
組
に
な
る

な
ど
、
着
実
に
成
果
を
積
み
上
げ

て
い
ま
す
。

特
徴　

①
Ａ
Ｉ
に
よ
る
自
動
マ
ッ
チ
ン
グ

②�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
相
手
を
検

索
、
お
見
合
い
の
申
し
込
み
が

可
能

③�

本
人
確
認
書
類
、独
身
証
明
書
、

所
得
証
明
に
よ
る
ト
リ
プ
ル
チ

ェ
ッ
ク
を
実
施
す
る
、
安
心
・

安
全
な
サ
ー
ビ
ス

④
成
婚
料
な
し

⑤�

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
会
員
登
録
、

お
見
合
い
が
可
能

対�

象　
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

す
方

〇�

結
婚
を
希
望
し
、
自
ら
婚
活
す

る
意
思
の
あ
る
20
歳
以
上
の
独

身
男
女

〇�

埼
玉
県
内
に
在
住
、
在
勤
、
ま

た
は
近
い
将
来
埼
玉
県
へ
移
住

を
お
考
え
の
方

〇�

電
話
回
線
の
あ
る
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
お
持
ち
の
方

費�

用　
１
万
６
０
０
０
円
（
２
年

間
有
効
）

※�

市
町
村
会
員
・
企
業
等
会
員
の

場
合
は
、
１
万
１
０
０
０
円
。

申�

込　
左
記
コ
ー
ド
か
ら
入
会
申

込
へ

★�

恋
た
ま
本
庄
セ
ン
タ
ー
（
本
庄

市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）
☎
24

‐
２
７
５
５
、
企
画
課
☎
25
‐

１
１
５
７

携
帯
電
話
か
ら
１
１
９
番
に

つ
な
が
ら
な
い
と
き
は

　

通
信
・
通
話
障
害
が
発
生
し
、

携
帯
電
話
か
ら
１
１
９
番
通
報
が

つ
な
が
り
に
く
い
場
合
は
、
公
衆

電
話
を
利
用
す
る
、
近
隣
の
方
や

お
店
に
１
１
９
番
通
報
を
依
頼
す

る
、
消
防
署
に
直
接
駆
け
込
む
な

ど
の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
１
１
９
番
が
つ
な
が
る
か
ど
う

か
確
認
す
る
た
め
の
１
１
９
番
通

報
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。

★�

児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
指
令

課
☎
24
‐
１
１
１
９

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　        ★広報課☎25-１１５５

恋たま

　市では、保険給付や保険税、保健事業などの市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議する
ため、国民健康保険運営協議会を設置しています。
　協議会は、被保険者、保険医または薬剤師、公益、被用者保険等保険者をそれぞれ代表する委員で構成されて
います。このたび、被保険者を代表する委員を募集します。

応募資格　次の条件をすべて満たす方
① 本庄市国民健康保険の被保険者のうち、４月１日時

点で18歳以上で任期中に75歳に達しない方
②平日の日中に開催する協議会に出席できる方
※既に他の審議会等３機関の委員に委嘱されている方
は応募できません。
募集人数　１名
任期　令和５年１月10日～令和８年１月９日
報酬　協議会の出席１日につき、6,200円

開催回数　年３～５回程度
応�募方法　応募用紙（保険課（市役所１階）、支所市

民福祉課（アスピアこだま１階）及び市 で配付）に
必要事項を記入のうえ、「国民健康保険運営協議会
委員への応募理由」を800字以内にまとめ、郵送、

または直接保険課へ
応募締切　11月25日㈮　午後５時（必着）
選考方法　書類審査
※結果は応募者に通知します。

★保険課☎25-１１１６・ hoken＠city.honjo.lg.jp

本庄市国民健康保険運営協議会委員を募集
犬
の
登
録
内
容
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
ご
連
絡
を

　
犬
が
死
亡
し
た
場
合
や
、
飼
い

主
の
住
所
変
更
等
で
登
録
情
報
に

変
更
が
生
じ
た
場
合
は
届
出
が
必

要
で
す
。

届�

出　
電
話
ま
た
は
直
接
左
記
へ

★�

環
境
推
進
課
☎
25
‐
１
１
７
３
、

支
所
環
境
産
業
課
☎
72
‐
１
３

　
３
４

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す

　
所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
県
民

税
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
、
納
付
額
が
申
告
で
き
ま
す
。

納
付
し
た
方
に
は
、
納
付
済
額
通

知
書
を
令
和
５
年
１
月
下
旬
に
自

宅
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
年
末
調
整
の
際
に
納
付

済
額
通
知
書
が
必
要
な
方
に
は
、

各
担
当
課
窓
口
で
交
付
し
ま
す
。

用�

意　
本
人
確
認
書
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

※
窓
口
に
来
た
方
と
納
付
し
た
方

が
同
一
世
帯
で
な
い
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
す
。

※
年
金
か
ら
差
し
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
て
い
る
納
付
額
に
つ
い

て
は
、
市
か
ら
通
知
書
の
郵
送
及

び
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
年
金
保

険
者
（
日
本
年
金
機
構
等
）
か
ら

郵
送
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

★�

（
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
）

収
納
課
☎
25
‐
１
１
８
１
、（
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い

て
）
保
険
課
☎
25
‐
１
２
４
５
、

（
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
）
介

護
保
険
課
☎
25
‐
１
７
１
９

令
和
５
年
度
本
庄
児
玉
看
護

専
門
学
校
入
学
試
験

試
験
日　
12
月
４
日
㈰

試�

験
科
目　
現
代
文
、
選
択
科
目

（
数
学
Ｉ
、
生
物
基
礎
、
英
語

I
）
か
ら
１
つ
、
小
論
文
、
面

接
対�

象　
高
等
学
校
卒
業
者
（
令
和

５
年
３
月
卒
業
見
込
み
も
含
む
）

及
び
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方

出�

願
期
間　
11
月
21
日
㈪
～
28
日

㈪
（
必
着
）

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★�

本
庄
児
玉
看
護
専
門
学
校

☎
35
‐
２
０
７
７

地域福祉懇談会・次世代地域づくり会議
　第３期本庄市地域福祉計画及び第３期本庄市地域福祉
活動計画策定の基礎資料とするため懇談会を開催します。
対�象　�①地域福祉懇談会　対象地区在住・在勤・在学者

②次世代地域づくり会議　対象地区に在住する

中学生または市内の高等学校に在籍する高校生
定員　各20名（先着順）
申�込　各懇談会の開催日の７日前までに、電話または
　　　直接地域福祉課へ

対象地区 日時 会場

①

仁手小学校区 11月19日㈯　午前
９時30分～正午

仁手公民館

藤田小学校区 11月19日㈯　午後
２時～４時30分

藤田公民館

北泉小学校区 11月20日㈰　午前
９時30分～正午

北泉公民館

旭小学校区 11月20日㈰　午後
２時～４時30分

旭公民館

本庄南小学校区 11月26日㈯　午前
９時30分～正午

早稲田リサー
チパーク・コ
ミュニケーシ
ョンセンター
４階　N403

中央小学校区 11月26日㈯　午後
1時30～４時

児玉小学校区 11月27日㈰　午前
９時30分～正午

セルディ２階
大会議室金屋小学校区

対象地区 日時 会場

①

秋平小学校区　11月27日㈰　午後
１時30分～４時

セルディ２階
大会議室本泉小学校区

共和小学校区 12月17日㈯　午前
９時30分～正午

共和公民館

本庄東小学校区 12月17日㈯　午後
２時～４時30分

市役所６階大
会議室本庄西小学校区

②

児玉中学校区 12月26日㈪　午前
９時30分～正午

セルディ２階
大会議室

本庄東中学校区 12月27日㈫　午前
９時30分～正午

市役所６階大
会議室本庄西中学校区

本庄南中学校区 12月27日㈫　午後
２時～４時30分

早稲田リサー
チパーク・コ
ミュニケーシ
ョンセンター
４階　N403

★地域福祉課☎25-１１４２

くらしの情報 Station

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉 ☆ あきらめていませんか！！

障害年金を

倉倉田田和和子子

病気やけがのために日常生活や仕事に

障害者手帳をお持ちの方、ぜひ一度

ご相談ください。 （初回相談 無料）

障害年金の専門家 社会保険労務士
連絡先 本庄市西五十子
ＴＥＬ ０８０－１２４２－７６９６

支障があり 歳未満に初診日がある方、

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉


